
協 議 事 項 ② 

介護予防・日常生活支援総合事業の実施について         
  

平成２８年度介護保険運営協議会（第４回）資料 



◆介護予防・日常生活支援総合事業について  
  

 H28.4～実施済 

 H28.4～実施済 

筋力向上トレーニング事業、認知症予防事業 

運動器機能向上事業、健康教育・健康相談事業等 

口腔機能向上・栄養改善事業 

地域住民グループ支援事業 

(地域包括支援センターの活動として支援は継続) 

高齢者サークル活動支援事業 

介
護
特
別
会
計 

一
般
会
計 

包括的支援事業 
・ 

任意事業 地域包括支援センター運営事業    家族介護教室 

在宅医療・介護連携推進事業     成年後見制度利用支援事業 

認知症初期集中支援事業（H29～）   高齢者緊急通報システム    

生活支援体制整備事業（H29～）               等 

高齢者ふれあいの家事業   高齢者見守りネットワーク構築事業 

高齢者クラブ補助金 

軽度生活援助事業      生活支援サービス事業（H29～） 

 
 H29～実施 

H29～実施 
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■介護予防・日常生活支援総合事業 実績 

○サービス単価 

訪問介護 通所介護 

介護予防給付 総合事業 介護予防給付 総合事業 

月額単価 

基本単価 

○週 1回程度利用 

（1,168単位） 

 

 

 

○週 2回程度利用 

 （2,335単位）  

 

 

 

○週３回以上利用 

（3,704単位）  

 

 

 

月額単価と 1回単価を併用 

基本単価 

○週 1回程度利用 

・月１～４回 

１回単価   （266単位） 

・月５回以上 

月額単価  （1,168単位） 

○週 2回程度利用 

・月５～８回 

 1回単価   （270単位） 

・月 9回以上 

 月額単価  （2,335単位） 

○週 3回程度利用 

・月 9～12回利用 

 1回単価   （285単位） 

・月 13回以上利用 

 月額単価  （3,704単位） 

月額単価 

基本単価 

○要支援１ 

 ・週１回程度利用 

（1,647単位） 

 

 

○要支援２ 

・週１～２回程度利用 

（3,377単位） 

 

 

 

月額単価と 1回単価を併用 

基本単価 

○要支援１・事業対象者 

・月１～４回利用 

 １回単価   （378単位） 

・月５回以上利用 

月額単価  （1,647単位） 

○要支援２ 

 ・月 1～8回利用 

  1回単価   （389単位） 

 ・月 9回以上利用 

 月額単価  （3,377単位） 

 

※いずれも上記のほか、加算・減算あり 

  ○給付実績（4～12月利用） 

サービス種類 
訪問介護 通所介護 

件数 給付額(円) 件数 給付額(円) 

平成 27年度（予防給付） 885 16,708,877 913 25,173,663 

平成 28年度（総合事業） 893 15,133,958 939 21,137,281 

H28－H27 8 △1,574,919 26 △4,036,382 
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（１）訪問型サービス（住民主体による支援） 

 

区分 
現行の訪問介護 

（指定事業者） 

新規の訪問型サービス 

（訪問型サービス B：住民主体による支援） 

1. サービス内容 

厚生労働省令の規定に基づくサー

ビスと同様 

訪問介護員による身体介護、生活援助 

家事援助サービス 

（室内清掃、洗濯、調理、買い物同

行） 

2. サービス事業者 
指定事業者 

（みなし指定事業者を含む） 

境港市シルバー人材センター 

（委託） 

3. 利用回数 

要支援１・事業対象者 

：週 1～2回程度 

要支援２：週 1～2回程度 

     週 3回以上 

訪問介護と同等回数 

4. サービス単価 

月額単価と 1回単価を併用 

※その他 介護保険サービスと同

額の加算・減算あり 

1回 1時間あたり単価 

5. 利用者負担 

サービス給付費の 1割相当 

（食事代は別途自己負担） 

※一定以上所得者は２割相当を負

担 

サービス単価の 1割相当 

※一定以上所得者は２割相当を負

担 

 

 6．サービスの流れ 

 

  

7．他事業の単価（参考） 

・軽度生活援助事業  1時間 809円（事務費 10%を含む） 

  ・総合事業（指定事業者による訪問介護） 

  週 1回利用の場合 1回 2,660円 

週 2回利用の場合 1回 2,700円 

 

   ⑤請求   ⑥支払い

①利用申請 ②利用決定通知

②利用決定通知 ⑤実績報告・請求

   ⑥支払い

                 ケマネジメント③                   ④利用調整

利用者 市
シルバー

人材センター

地域包括
支援センター
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（２）通所型サービス（緩和した基準によるサービス） 

 

区分 
現行の通所介護 

（指定事業者） 

新規の訪問型サービス 

（通所型サービス A：緩和した基準によるサービス） 

1. サービス内容 

厚生労働省令の規定に基づくサー

ビスと同様 

 身体的機能や生活機能向上のた

めの機能訓練 

介護予防を目的とした機器を使用

したトレーニング、ストレッチ体操

等（食事提供なし） 

2. サービス事業者 
指定事業者 

（みなし指定事業者を含む） 

① 社会福祉法人こうほうえん 

② 社会福祉法人境港市社会福祉協
議会 

（いずれも委託） 

3. 利用回数 

要支援１・事業対象者 

：週 1回程度 

要支援２：週 1～2回程度 

通所介護と同等回数 

4. サービス単価 

月額単価と 1回単価を併用 

※その他 介護保険サービスと同

額の加算・減算あり基本単価 

1人 1回あたり単価 

5. 利用者負担 

サービス給付費の 1割相当 

（食事代は別途自己負担） 

※一定以上所得者は２割相当を負

担 

サービス単価の 1割相当 

※一定以上所得者は２割相当を負

担 

 

 6．サービスの流れ 

 

7．他事業の単価（参考） 

・介護予防筋力向上トレーニング事業   1回 200円 

  ・総合事業（指定事業者による通所介護） 

  事業対象者・要支援１の場合 1回 3,780円 

要支援２の場合       1回 3,890円 

 

①利用申請 ②利用決定通知

②利用決定通知 ⑤実績報告・請求

⑦手数料請求
   ⑥支払い

⑧支払い

           ④利用調整

                 ケマネジメント③        

地域包括
支援センター

利用者 市 事業所
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（３）生活支援サービス事業 

 

   地域団体が高齢者が地域での生活を継続できるよう支援を行う。 
 

1. サービス内容   ごみ出し 

 

2. サービス提供者  自治会、ことぶきクラブ、 

地区社会福祉協議会等の地域団体 

 

3．実施形態     委託 

 

4．サービス単価   1世帯あたり月額単価 

 

5. 利用者負担   なし 

 

6．サービスの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②利用申込み ①委託契約

④実績報告・請求
③支援

⑤支払い

利用調整
  利用相談

利用者 団体 市

地域包括
支援センター



 


